
 
 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の年度計画（平成２８年度） 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 運営費交付金を充当して行う事業については、業務の質の向上を図りつつ、既存経費の見

直し、効率化を進める。また、法人統合のメリットを最大限に生かしつつ、業務の効率化を

図る。 

 

一般管理費（退職手当を除く。）については、計画的削減に努め、平成 27 年度予算に比較

して３％以上の削減を図るほか、その他の事業費（特殊経費及び退職手当を除く。）について、

平成 27 年度予算に比較して、１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、効率化に際しては、機構の行う事業が長期的視点に立って推進すべき事業であるこ

とに鑑み、事業の継続性に十分留意する。 

 

２  各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを行うとともに、業務の効率化

を図りつつ、人員の適正配置を実施する。 

 

３ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、「独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）により決定された「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に基づき、適正

化を推進するため、機構が策定する「調達等合理化計画」に沿って、取組を着実に推進する

とともに、その取組状況を公表する。 

 

４ 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏ま

え、次のとおり情報システム環境の見直しと事務情報化の推進を図る。 

① 情報セキュリティポリシーの見直し等を図りつつ、業務運営のために必要な情報セキュ

リティ対策を適切に推進する。 

② ＩＴの積極的な活用を推進する。また、ＴＶ会議システム及びＷｅｂ会議システム等を

活用し、情報伝達の迅速化、情報の共有化等に取り組む。 

 

５ 機構長のリーダーシップの下、適切な業務運営を行うため、次のとおり内部統制の充実・

強化を図る。 

① 新たな業務体制における内部統制の仕組みを整備する。 

② 機構のミッション及び中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握・対応状況につ

いて、役職員と監事が共有し、適切な対応を行う。 

③ 機構の幹部職員で構成する企画調整会議を毎月開催し、機構にとって重要な情報の把握

に努めるとともに、機構のミッションや管理・運営方針の役職員への周知徹底を図る。 

④ 監事と連携の上、内部監査を行う。 

さらに、機構業務の総合的な運営の改善に資することを目的として、監事監査を実施す

る。内部統制の充実に向けて、監事、会計監査人及び監査担当部署間の連携を強化する。 

⑤ 戦略的・機動的に予算を配分するため、各担当から予算ヒアリングを実施するとともに、
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機構長裁量経費を確保する。また、予算が業務別に計画どおりに適正に執行されているか

を四半期毎にモニタリングを行い、効率的な執行に努める。 

⑥ 事業ごとに厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運

営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、財務内容等の

一層の透明性を確保する観点から、内部監査の充実、決算情報、セグメント情報の公表の

充実等を図る。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

 

１ 総合的事項 

 

（１）自主性・自立性の確保という趣旨を十分に踏まえ、大学関係者及び学識経験者等の参

画を得て次の組織を設置し、業務運営を行う。なお、次の組織における外部有識者（大

学関係者及び有識者）の割合は、合計で 80%以上とする。 

また、評価事業及び学位授与事業の実施に当たっては、引き続き大学関係者及び学識

経験者等について負担の軽減を図りつつ、計画的な確保を行う。 

① 評議員会 

② 運営委員会 

③ 大学機関別認証評価委員会 

④ 高等専門学校機関別認証評価委員会 

⑤ 法科大学院認証評価委員会 

⑥ 国立大学教育研究評価委員会 

⑦ 学位審査会 

⑧ 大学ポートレート運営会議 

 

（２）自己点検・評価委員会を３回開催し、次のことを実施する。 

① 独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センタ

ーの平成 27 年度における業務の実績の自己点検・評価を実施し、業務実績等報告書を

文部科学大臣に提出し、公表する。 

② 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の平成 28 年度におけるすべての業務・事

業に対して定期的に自己点検・評価を実施し、業務の適切な進行管理を行う。 

③ 調査研究については、その結果及び成果について高等教育関係者による評価を受け

る。 

 

２ 教育研究活動等の評価 

 

（１）大学等の教育研究活動等の状況に関する評価 

① 大学等の個性の伸長及び特色の明確化に一層資するための評価等 

ア 研究活動の状況、地域貢献活動の状況、教育の国際化の状況等について、それぞ

れ機構が定める基準に従って選択評価等の先導的な評価を行い、評価結果を当該大
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学等に通知するとともに公表する。 

イ 効率的かつ効果的に評価を実施できるよう評価体制等を適宜見直すとともに、評

価担当者の研修を実施する。 

ウ  機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証

する。また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につなげる。 

エ 先導的役割を強化する観点から、評価の国際通用性や高等教育政策上の要請を踏

まえた評価システムを構築するため、評価に関する調査研究の成果を反映した新た

な評価基準等の策定に向けた検討を行う。 

 

② 大学、高等専門学校及び法科大学院の教育研究活動等の状況に関する評価 

ア 機構が定める評価基準に従って大学等の教育研究活動等の状況について評価を行

い、評価結果を当該大学等に通知するとともに公表する。 

イ 効率的かつ効果的に評価を実施できるよう評価体制等を適宜見直すとともに、評

価担当者の研修を実施する。 

ウ 機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証

する。また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につなげる。また、中央教

育審議会における認証評価制度の改善についての議論も踏まえ、大学機関別認証評

価の第３サイクルに向けた基準改訂等について検討する。 

エ 民間認証評価機関が評価を実施することが可能な教育機関の数や評価を受ける教

育機関への影響を考慮しつつ、認証評価実施校数の段階的な削減や、将来的な廃止

を含めた在り方について、検討を継続する。 

オ 認証評価制度全体の改善に資するための先導的な取組に関する部分を除き、原則

として手数料収入で必要な経費を賄うよう、合理化・効率化を図る。 

カ  法科大学院の教育研究活動等の状況に関する評価については、政府における法曹

養成制度の動向を踏まえ、運営費交付金の具体的な削減目標の設定や、負担割合の

段階的な削減について検討する。 

 

（２）国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況に関する評価 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人 90 法人の第２期中期目標期間における教育

研究の状況の評価を実施する。 

また、第３期中期目標期間における教育研究の状況の評価について、評価方法を改善

するための検討を開始する。 

 

３ 施設費貸付事業及び施設費交付事業 

 

（１）施設費貸付事業 

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附属病

院の施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。 

② 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れ及び債券発行により資金の調達を行
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う。 

その際、国立大学法人の財務及び経営の改善に資するよう、公募等による効率的な

資金の調達に努める。 

③ 貸付けの審査に当たって、個々の国立大学法人等の収支状況に即した精度の高い審

査を実施することにより償還確実性の確保に努める。 

また、大学附属病院の審査の際には、教育、研究及び診療に係る各機能の達成状況

とそのバランス等を確認する。 

なお、これらが確実に実施できる審査体制の構築に努める。 

④ 貸付事業に係る債権について、貸付先に払込通知書を発行するなど長期借入金債務

等の償還を確実に行う。 

また、年間５箇所以上の貸付先訪問調査を実施する。 

⑤ 民間資金の調達に当たり、ＩＲ活動として年間５箇所以上の投資家を訪問し、説明

及び情報発信を行う。 

⑥ センターが蓄積してきた成果を活用しつつ、貸付事業を効果的・効率的に行うため、

国立大学の財務に係る調査、分析を行う。 

 

（２）施設費交付事業 

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設整備

等に必要な資金として交付を行う。 

② 施設費交付事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和 30 年法律第 179 号）」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確保を図る。 

また、そのために年間５箇所以上の交付先訪問調査を実施する。 

③ 交付事業財源の確保について、文部科学省及び国立大学法人等の関係機関との連携

を図り、外部有識者、専門家を講師とした研修会等を実施する。 

 

４ 国から承継した財産等の処理 

 

（１）旧特定学校財産の管理処分等 

① 国から承継した旧特定学校財産である東京大学生産技術研究所跡地については、施

設費交付事業等の財源に充てるため、独立行政法人国立美術館に対し国立新美術館用

地として、予算に応じて分割して売却する。なお、未売却部分については国立新美術

館用地として、貸付を継続する。 

② 処分後の財産の利用状況について、適切に把握する。 

 

（２）承継債務償還 

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係する 43

国立大学法人から納付される金銭を確実に徴収し、承継債務（旧国立学校特別会計法に

基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）の償還及び当該債務に係る利子の

支払いを確実に行う。 
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５ 学位授与 

 

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与 

① 単位積み上げ型による学士の学位授与については、４月期と 10 月期の年２回の申請

を受け付け、学位審査会による審査を行い、各専攻分野の学士の水準を有しているか

どうかを総合的に判定し、申請者に対して６月以内に判定結果を通知し、合格者に対

し学位を授与する。 

また、引き続き、インターネットを利用した電子申請の推進、不合格者に対する個 別

理由の通知など、利便性向上の取組を推進するとともに、必要に応じて、専攻の区分

や修得単位の審査の基準等について見直しを行う。 

② 学校教育法第 104 条第４項第１号に規定する文部科学大臣の定める学習として、短

期大学及び高等専門学校の専攻科のうち本機構が定める要件を満たすものの認定に当

たっては、短期大学及び高等専門学校に設置する専攻科からの認定申出に基づき、教

育課程、教員組織、施設設備等が大学教育に相当する水準を有しているかについて学

位審査会において審査を行い、可とされた専攻科について認定する。 

また、認定を受けている専攻科に対しては、一定期間ごとに当該専攻科の教育水準

が大学教育に相当する水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、

必要に応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

③ 機構の認定を受けた短期大学及び高等専門学校の専攻科の修了見込み者に対する特

例の適用を希望する専攻科からの申出を受け付け、学位審査会による審査 を行い、適

用の可否を決定する。 

また、適用を可とされた専攻科の修了見込み者からの、特例適用による学位授与申

請を４月期と 10 月期の年２回受け付け、学位審査会による審査を行い、６月以内に、

合格者に対し学位を授与する。 

④ 学位授与事業の実施に当たっては、事業全体について効率化及び合理化を図り、運

営費交付金の負担割合を引き下げる。 

⑤ 学位授与業務の改善及び学位授与事業の検証等に資することを目的に、調査研究事

業との連携・協力を図りながら、機構の学位を取得した者に対するアンケート調査を

実施する。 

 

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与 

① 学校教育法第 104 条第４項第２号に規定する学校以外の教育施設の課程で大学又は

大学院に相当する教育を行うものの認定に当たっては、省庁大学校からの認定の申出

に基づき、教育課程、教員組織、施設設備等が大学の学部、大学院の修士課程又は博

士課程の水準を有しているかについて学位審査会による審査を行い、可とされた課程

について認定する。 

また、認定された課程については、一定期間ごとに当該課程の教育水準が大学又は

大学院と同等の水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、必要に
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応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

② 認定された省庁大学校の課程修了者に対する学位授与については、学士は、学位審

査会による単位修得状況及び課程修了証明書に基づき学位審査会による審査を行い、

申請後１月以内に、学士としての水準を有していると認められる者に学位を授与する。 

修士及び博士は、学位審査会による単位修得状況の審査、論文及び口頭試問による

審査を行い、原則として申請後６月以内に、修士又は博士としての水準を有している

と認められる者にそれぞれの学位を授与する。 

③ 学位授与事業の実施に当たっては、事業全体について効率化及び合理化を図るとと

もに、省庁大学校修了者に対する学位授与については、引き続き運営費交付金を充当

せずに収支均衡させる。 

 

（３）学位授与事業についての広報 

単位積み上げ型の学位授与に申請を希望する潜在的な学習者に対する支援のため、ま

た、学位授与事業に関する情報を積極的に発信し、社会における理解の増進や申請者の

拡大に資するために、ウェブサイトを通じた情報発信や学位授与制度を紹介するパンフ

レット等の関係機関等への配布を行うほか、学位授与事業に関する説明会を３回開催す

る。 

 

６ 質保証連携 

 

（１） 大学等と連携した高等教育の質保証に係る取組 

① 大学等に関する情報の収集、整理及び提供 

ア 大学等における評価活動や教育研究活動等の改善に資するため、教育研究活動等

の状況に関する情報、大学等の自己点検・評価等の情報、及び国内の評価に関する

情報等を収集・整理し、提供する。 

イ 諸外国の質保証に関する概要資料について、当該国の制度改正・変更を踏まえて

情報を提供する。また、質保証の最新動向や国際的な連携に基づく教育の質保証に

かかる国内外の取組について、機構の国際連携ウェブサイト等で発信する。国際連

携ウェブサイトの年間アクセス数は、16 万件以上とする。 

ウ 高等教育の段階における学習機会の多様化や生涯学習への展開に対応するため、

大学における学位授与の状況や大学等における学習機会等に関する情報を収集・整

理し、提供する。 

エ 大学ポートレートを、日本私立学校振興・共済事業団と連携して運用する。その

際、参加大学数やウェブサイトへのアクセス状況等の把握に努める。また、 国際発

信、教育改善のための情報の活用等に向けて、必要な取組を進める。 

② 質保証人材育成 

大学及び評価機関等の質保証に係る活動を実効性のあるものとするため、大学等の

担当者に対する研修を実施するなど、自己点検・評価、ＩＲ（インスティチューショ

ナル・リサーチ）、大学評価等の質保証に関わる人材に対して、大学等と連携し、能力
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向上のための取組を行う。 

 

（２）国内外の質保証機関等との連携による質の向上への取組 

① 我が国の大学等の評価の効果的かつ効率的な実施のため、認証評価機関連絡協議会

等を通じて、認証評価の改善・充実、認証評価の社会的認知度の向上等に資する取組

を行い、認証評価機関連絡協議会のウェブサイトの充実を図る。また、国内の評価機

関等に対して、調査研究の成果等の専門的知見を提供する。 

② 国際的な質保証ネットワークに参画するとともに、諸外国の質保証機関と評価に係

る相互信頼を高めるための交流を促進する。 

      また、日中韓質保証機関協議会における活動等、覚書締結機関と共同で行う取組を

推進する。 

 

７ 調査研究 

 

（１）大学等の教育研究及び学位の質保証に関する調査研究 

 

     次の調査研究を行う。 

 

① 大学等の教育研究活動等の状況の評価に関する調査研究 

ア 大学等の教育研究の評価の在り方に関する研究 

我が国における大学等の教育研究活動等の評価の適切性や効果の検証を通じて、

今後の我が国の大学等の評価の在り方を追究するとともに、評価の国際通用性を企

図した教育研究活動等の評価の在り方及び高等教育政策の進展に伴う要請に対応し

た評価システムに関する研究を行う。 

イ 機構の実施する教育研究活動等の評価の有効性に関する調査研究 

機構の実施する大学等の教育研究活動等の評価実施の結果を分析し、評価が大学

等において有効に機能しているかどうかを検証するとともに、効果的で効率的な評

価の在り方を実証的に研究する。 

 

② 学位の授与に必要な学習の成果の評価に関する調査研究 

ア 学位の要件となる学習の体系性に関する研究 

学位授与の要件となる学習の体系的な構成と学位の構造・機能について、学位・

単位制度に関する理論的基底及び学位授与業務を通じて蓄積された知見と実績を踏

まえて研究する。 

イ 機構の実施する学位授与の教育的・社会的機能に関する調査研究 

高等教育レベルの多様な学習の成果を、学位につながる単位として認定する方法

を研究するとともに、機構の学位授与の現状及び社会的要請を把握し、実施状況を

検討して、今後の学位授与の在り方を実証的に研究する。 
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③ 高等教育の質保証の確立に資する調査研究 

ア 高等教育の質保証に係る情報の活用に関する研究 

質保証を確立するための評価において必要とされる情報の収集・整理・分析・公

表等の検討及び教育研究活動に関する指標の開発等、大学等における自己評価及び

評価機関等による評価の活用に関する研究を行う。 

イ 大学等における教育研究の質保証及び質保証システムの構築に関する研究 

我が国の大学等における教育研究の質保証に資するため、学位授与に至る教育課

程の編成及び学習成果の評価手法等の在り方に関する調査研究を行うとともに、自

律的な質保証活動を機能させるための多様な自己評価手法等に関する参照指針とそ

れに基づく人材育成及び能力開発のためのプログラムの研究開発を進める。 

ウ 高等教育の国際的な質保証と学位・単位の国際通用性に関する研究 

質保証を伴う国際的な教育プログラムの在り方及び国内外で取得された学位及び

単位の相互認証のための情報提供の在り方について調査研究を行い、大学等の支援

のための仕組みを検討する。 

 

（２）調査研究の成果の活用及び評価  

 

（１）で行った調査研究の成果について、次のとおり、機構の事業の改善に活用する

とともに、社会に成果を提供する。 

 

① 機構の事業への調査研究の成果の活用 

大学評価及び学位授与の各事業の実施結果に対する実証的研究の成果を報告として

とりまとめて、事業の改善に活用する。また、その状況を、調査研究と事業を一体的

に捉えた成果の活用状況として公表する。 

② 社会への調査研究の成果の提供 

質保証のための評価システムに関する研究成果、学位授与の要件等の学位システム

に関する研究成果及び国際通用性のある質保証に係る研究成果等を、社会及び高等教

育関係者へ参照情報として提供する。また、定期的に開催する大学質保証フォーラム

等を通じて、これらの成果の普及を図る。 

③ 調査研究の成果と実績の評価 

基盤的研究及び実証的研究の研究成果を関連学協会等の学術論文誌及び機構で発行

する学術誌『大学評価・学位研究』に査読を受けて公表する。また、各年度の各事業

実施の検証等の結果及び事業によっては区切りとなる年度に当該期間の総括的な検証

等の結果を高等教育関係者に報告する。さらに、各年度にシンポジウムを１回以上、

研究会を３回以上開催し、調査研究の成果について議論を行う。これらを通じて、調

査研究の実績を適切に評価して研究の質を確保するとともに、高等教育政策の動向に

対応した調査研究の課題を不断に見直す。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
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１ 予算    別紙１のとおり 

２ 収支計画  別紙２のとおり 

３ 資金計画  別紙３のとおり 

４ 人件費の効率化 

総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをする。 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し検証を行い、給与水準の適正化

に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表する。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

１ 短期借入金の限度額  82 億円 

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定

していない退職手当の支出、承継債務償還及び施設費貸付事業に係る関係国立大学法人の債

務償還遅延（この場合の借換えは行わない。）などにより緊急に資金が必要となる場合等が想

定される。 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国の

資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に定

める業務の充実及び組織運営の改善のために充てる。 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 人事に関する計画 

（１）方針 

① 業務運営の効率化を推進し、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するととも

に、人事交流により幅広い人材の確保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。 

② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施するととも

に専門的研修事業の活用を行い、各種研修へ延べ 200 名以上の職員を参加させる。 

 

（２）人員に係る指標 

常勤職員数（期限付職員を除く。）については、適宜適切に、業務等を精査し、職員数の

適正化に努める。 
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別紙１－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

収入

運営費交付金 0 27 680 196 155 443 345 323 2,169

大学等認証評価手数料 173 2 0 0 0 0 0 0 174

学位授与審査手数料 0 0 0 0 126 0 0 0 126

長期借入金等 0 0 0 62,400 0 0 0 0 62,400

長期貸付金等回収金 0 0 0 74,751 0 0 0 0 74,751

長期貸付金等受取利息 0 0 0 10,001 0 0 0 0 10,001

財産処分収入 0 0 0 3,010 0 0 0 0 3,010

財産賃貸収入 0 0 0 147 0 0 0 0 147

財産処分収入納付金 0 0 0 474 0 0 0 0 474

有価証券利息 0 0 0 6 0 0 0 0 6

その他 0 0 0 0 0 0 0 11 11

173 28 680 150,984 281 443 345 334 153,268

支出

業務等経費 0 27 680 196 155 443 345 0 1,846

うち　人件費（退職手当を除く） 0 15 341 112 125 177 242 0 1,011

　　　 物件費 0 12 339 84 30 267 99 0 830

　　　 退職手当 0 0 0 0 0 0 4 0 4

大学等評価経費 173 2 0 0 0 0 0 0 174

学位授与審査経費 0 0 0 0 126 0 0 0 126

一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 334 334

うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 0 0 0 0 0 165 165

　　　 物件費 0 0 0 0 0 0 0 165 165

 　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 0 4 4

施設費貸付事業費 0 0 0 61,671 0 0 0 0 61,671

施設費交付事業費 0 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000

長期借入金等償還 0 0 0 75,480 0 0 0 0 75,480

長期借入金等支払利息 0 0 0 9,890 0 0 0 0 9,890

公租公課等 0 0 0 43 0 0 0 0 43

債券発行諸費 0 0 0 14 0 0 0 0 14

債券利息 0 0 0 98 0 0 0 0 98

173 28 680 151,391 281 443 345 334 153,675

※「運営費交付金」には，第２期国立大学法人等教育研究評価実施のために措置された512百万円を含む。

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

金　額

計

計

平成28年度　予算

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通



別紙１－２

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

収入

　運営費交付金 0 27 680 196 155 443 345 323 2,169

　大学等認証評価手数料 173 2 0 0 0 0 0 0 174

　学位授与審査手数料 0 0 0 0 126 0 0 0 126

　その他 0 0 0 0 0 0 0 11 11

計 173 28 680 196 281 443 345 334 2,480

支出

　業務等経費 0 27 680 196 155 443 345 0 1,846

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 15 341 112 125 177 242 0 1,011

　　　　　物件費 0 12 339 84 30 267 99 0 830

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 4 0 4

　大学等評価経費 173 2 0 0 0 0 0 0 174

　学位授与審査経費 0 0 0 0 126 0 0 0 126

　一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 334 334

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 0 0 0 0 0 165 165

　　　　　物件費 0 0 0 0 0 0 0 165 165

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 0 4 4

計 173 28 680 196 281 443 345 334 2,480

※「運営費交付金」には，第２期国立大学法人等教育研究評価実施のために措置された512百万円を含む。

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　予算

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙１－３

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

収入

長期借入金等 62,400 62,400

長期貸付金等回収金 74,751 74,751

長期貸付金等受取利息 10,001 10,001

財産処分収入 3,010 3,010

財産賃貸収入 147 147

財産処分収入納付金 474 474

有価証券利息 6 6

150,788 150,788

支出

施設費貸付事業費 61,671 61,671

施設費交付事業費 4,000 4,000

長期借入金等償還 75,480 75,480

長期借入金等支払利息 9,890 9,890

公租公課等 43 43

債券発行諸費 14 14

債券利息 98 98

151,195 151,195

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　予算

計

計

区　分



別紙２－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

費用の部 173 29 681 15,060 282 512 345 336 17,418

経常費用 173 29 681 15,060 282 512 345 336 17,418

業務等経費 0 27 680 196 147 436 345 0 1,829

大学等評価経費 173 2 0 0 0 0 0 0 174

学位授与審査等経費 0 0 0 0 126 0 0 0 126

施設費交付事業費 0 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000

支払利息 0 0 0 9,800 0 0 0 0 9,800

処分用資産売却原価 0 0 0 998 0 0 0 0 998

その他の業務経費 0 0 0 43 0 0 0 0 43

一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 332 332

減価償却費 1 0 1 8 9 76 0 4 100

財務費用 0 0 0 14 0 0 0 0 14

収益の部 173 29 681 13,649 282 512 345 336 16,007

　運営費交付金収益 0 27 680 196 147 436 345 322 2,151

　大学等認証評価手数料 173 2 0 0 0 0 0 0 174

　学位授与審査手数料 0 0 0 0 126 0 0 0 126

処分用資産賃貸収入 0 0 0 147 0 0 0 0 147

処分用資産売却収入 0 0 0 3,010 0 0 0 0 3,010

施設費交付金収益 0 0 0 474 0 0 0 0 474

受取利息 0 0 0 9,814 0 0 0 0 9,814

財務収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　資産見返物品受贈額戻入 1 0 1 0 2 0 0 2 5

　資産見返運営費交付金戻入 0 0 0 8 8 76 0 3 95

　雑収入 0 0 0 0 0 0 0 11 11

純損失 0 0 0 1,410 0 0 0 0 1,410

0 0 0 1,410 0 0 0 0 1,410

総利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

大学改革支援・学位授与機構法第１８条積立金取崩額

平成28年度　収支計画

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙２－２

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

費用の部 173 29 681 204 282 512 345 336 2,562

　経常費用 173 29 681 204 282 512 345 336 2,562

　　業務等経費 0 27 680 196 147 436 345 0 1,829

　　大学等等評価経費 173 2 0 0 0 0 0 0 174

　　学位授与審査経費 0 0 0 0 126 0 0 0 126

　　一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 332 332

　　減価償却費 1 0 1 8 9 76 0 4 100

　  財務費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収益の部 173 29 681 204 282 512 345 336 2,562

　運営費交付金収益 0 27 680 196 147 436 345 322 2,151

　大学等認証評価手数料 173 2 0 0 0 0 0 0 174

　学位授与審査手数料 0 0 0 0 126 0 0 0 126

　資産見返物品受贈額戻入 1 0 1 0 2 0 0 2 5

　資産見返運営費交付金戻入 0 0 0 8 8 76 0 3 95

　雑収入 0 0 0 0 0 0 0 11 11

純利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　収支計画

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙２－３

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

費用の部 14,856 14,856

経常費用 14,856 14,856

施設費交付事業費 4,000 4,000

支払利息 9,800 9,800

処分用資産売却原価 998 998

その他の業務経費 43 43

財務費用 14 14

　

収益の部 13,445 13,445

処分用資産賃貸収入 147 147

処分用資産売却収入 3,010 3,010

施設費交付金収益 474 474

受取利息 9,814 9,814

財務収益 0 0

純損失 1,410 1,410

大学改革支援・学位授与機構法第１８条積立金取崩額 1,410 1,410

総利益 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　収支計画

区　分



別紙３－１

（総括表） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

資金支出 173 28 680 151,377 281 443 345 334 153,661

　業務活動による支出 173 28 680 75,897 273 436 345 332 78,163

　投資活動による支出 0 0 0 0 8 8 0 2 18

　財務活動による支出 0 0 0 75,480 0 0 0 0 75,480

　翌年度へ繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金収入 173 28 680 156,860 281 443 345 334 159,144

業務活動による収入 173 28 680 88,582 281 443 345 334 90,866

運営費交付金による収入 0 27 680 196 155 443 345 323 2,169

承継債務負担金債権の回収による収入 0 0 0 40,773 0 0 0 0 40,773

承継債務負担金債権に係る利息の受取額 0 0 0 4,420 0 0 0 0 4,420

施設費貸付金の回収による収入 0 0 0 33,978 0 0 0 0 33,978

施設費貸付金に係る利息の受取額 0 0 0 5,581 0 0 0 0 5,581

処分用資産の売却による収入 0 0 0 3,010 0 0 0 0 3,010

処分用資産の貸付による収入 0 0 0 147 0 0 0 0 147

施設費交付金の納付による収入 0 0 0 474 0 0 0 0 474

利息及び配当金の受取額 0 0 0 4 0 0 0 0 4

その他の収入 173 2 0 0 126 0 0 11 311

投資活動による収入 0 0 0 5,892 0 0 0 0 5,892

財務活動による収入 0 0 0 62,386 0 0 0 0 62,386

　前年度より繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　資金計画

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙３－２

（一般勘定） （単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

資金支出 173 28 680 196 281 443 345 334 2,480

　業務活動による支出 173 28 680 196 273 436 345 332 2,462

　投資活動による支出 0 0 0 0 8 8 0 2 18

　財務活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　翌年度へ繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金収入 173 28 680 196 281 443 345 334 2,480

　業務活動による収入 173 28 680 196 281 443 345 334 2,480

　　運営費交付金による収入 0 27 680 196 155 443 345 323 2,169

　　その他の収入 173 2 0 0 126 0 0 11 311

　投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

　前年度より繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　資金計画

区　分
教育研究活動等評価 国立大学

施設支援
学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙３－３

（施設整備勘定） （単位：百万円）

国立大学施設支援 金　額

資金支出 151,182 151,182

業務活動による支出 75,701 75,701

投資活動による支出 0 0

財務活動による支出 75,480 75,480

資金収入 156,664 156,664

業務活動による収入 88,386 88,386

承継債務負担金債権の回収による収入 40,773 40,773

承継債務負担金債権に係る利息の受取額 4,420 4,420

施設費貸付金の回収による収入 33,978 33,978

施設費貸付金に係る利息の受取額 5,581 5,581

処分用資産の売却による収入 3,010 3,010

処分用資産の貸付による収入 147 147

施設費交付金の納付による収入 474 474

利息及び配当金の受取額 4 4

投資活動による収入 5,892 5,892

財務活動による収入 62,386 62,386

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成28年度　資金計画

区　分




